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平成２２年度氷見市人事行政の運営等の状況 

 

 氷見市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規定に基づき、平成２２年度における氷見

市人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。 

 なお、一部の項目については、平成２３年４月１日の状況を公表します。 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況  

(1) 職員数の状況（各年４月１日現在）                （単位：人） 

区 分 
職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成 22 年 平成 23 年 

一 

 

般 

 

行 

 

政 

一

般

管

理 

議  会 

総  務 

税  務 

労  働 

農林水産 

商  工 

土  木 

５ 

７９ 

２５ 

１ 

３３ 

６ 

３９ 

５ 

７４ 

２４ 

１ 

３１ 

７ 

３９ 

 

△５ 

△１ 

 

△２ 

１ 

 

 

退職不補充等 

事務事業の見直し等 

 

機構改革等 

人事交流職員配置回復 

 

小  計 １８８ １８１ △７  

福 

祉 

民  生 

衛  生 

８４ 

２３ 

８０ 

２２ 

△４ 

△１ 

退職不補充（調理員）等  

人事交流職員配置 

小  計 １０７ １０２ △５  

一般行政計 ２９５ ２８３ △１２  

特 別 

行 政 

教  育 

消  防 

８９ 

５２ 

８６ 

５２ 

△３ 

 

退職不補充（用務員等)等 

 

小  計 １４１ １３８ △３  

公 

営 

企 

業 

等 

病  院 

水  道 

下 水 道 

そ の 他 

４ 

８ 

９ 

２３ 

３ 

８ 

９ 

２２ 

△１ 

 

 

△１ 

事務事業の見直し等 

 

 

事務事業の見直し等 

小  計 ４４ ４２ △２  

合   計 ４８０ ４６３ △１７  

  （注）地方公共団体定員管理調査による数で、教育長及び嘱託職員を含む数です。 
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(2) 年齢別職員構成の状況（各年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
20 歳 

未満 

20～ 

23 歳 

24～ 

27 歳 

28～ 

31 歳 

32～ 

35 歳 

36～ 

39 歳 

40～ 

43 歳 

44～ 

47 歳 

48～ 

51 歳 

52～ 

55 歳 

56～ 

59 歳 

60 歳 

以上 
計 

H2３ 

職員数 
1 12 10 20 37 32 48 64 66 76 74 22 462 

H2３ 

構成比 
0.2% 2.6% 2.2% 4.3% 8.0% 6.9% 10.4% 13.9% 14.3% 16.5% 16.0% 4.8% 

100.0

% 

H1８ 

職員数 
0 12 31 57 76 76 123 122 112 99 127 12 847 

H1８ 

構成比 
0.0% 1.4% 3.7% 6.7% 9.0% 9.0% 14.5% 14.4% 13.2% 11.7% 15.0% 1.4% 

100.0

% 

 (3) 集中改革プランⅡにおける定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 

  ① 定員適正化目標（数・率）（水道事業分及び病院事業分を含む） 

計  画  期  間  
数  値  目  標  

始   期  終   期  

平成２２年４月１日  平成２７年４月１日  
△65 人  ・  △13.5% 

（480 人  →  415 人）  

  ②  進捗状況 

職 員 数 

平成22年度 平成23年度 平成24度 平成25年度 平成26年度 平成27 年度 目標 

Ｈ22.4 

職員数Ａ 

Ｈ22.4 

職員数F 

Ｈ23.4 

職員数Ｄ 

比較増減 

D-C 

Ｈ23.4 

職員数E 

Ｈ24.4 

職員数F 

比較増減 

F-E 

Ｈ24.4 

職員数E 

Ｈ25.4 

職員数F 

比較増減 

F-E 

Ｈ25.4 

職員数Ｇ 

Ｈ26.4 

職員数Ｈ 

比較増減 

Ｈ-Ｇ 

Ｈ26.4 

職員数I 

Ｈ27.4 

職員数J 

比較増減 

I-J 
Ｈ27.4.1 

全会計 480                415 

普通会計 436                - 

全国類似団体 

（普通会計） 
458   -   -   -   -   -  

 

 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20歳

未満

20～

23歳

24～

27歳

28～

31歳

32～

35歳

36～

39歳

40～

43歳

44～

47歳

48～

51歳

52～

55歳

56～

59歳

60歳

以上

H23構成比

H18構成比
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前回計画《定員適正化計画（計画期間：平成 17 年 4 月 1 日～平成 22 年 4 月 1 日）》の実績  

職 員 数 

平成17年度 平成18年度 平成1９年度 平成20年度 平成21 年度 平成22 年度 

Ｈ16.4 

職員数Ａ 

Ｈ17.4 

職員数B 

比較増減 

B-A 

Ｈ17.4 

職員数F 

Ｈ18.4 

職員数Ｄ 

比較増減 

D-C 

Ｈ1８.4 

職員数E 

Ｈ1９.4 

職員数F 

比較増減 

F-E 

Ｈ19.4 

職員数E 

Ｈ20.4 

職員数F 

比較増減 

F-E 

Ｈ20.4 

職員数Ｇ 

Ｈ21.4 

職員数Ｈ 

比較増減 

Ｈ-Ｇ 

Ｈ21.4 

職員数I 

Ｈ22.4 

職員数J 

比較増減 

J-I 

全会計 912 889 △23 889 848 △41 848 808 △40 ８０８ ５３３ △２７５ 533 506 △27 506 480 △26 

普通会計 528 513 △15 513 490 △23 490 472 △18 ４７２ ４８３ １１ ４83 ４61 △22 ４61 436 △25 

全国類似団体 

（普通会計） 
497 541  541 581 - 581 510 - ５１０ ４８９ - 489 ４76 - 475 458  - 

 

(4) 採用の状況（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

区   分 
競争試験 選  考 

計 
男性 女性 計 男性 女性 計 

行政職 ９ ２ １１    １１ 

 一般行政 ６  ６    ６ 

 土木 ３  ３    ３ 

 保健師  ２ ２    ２ 

消防職 ２  ２    ２ 

計 １１ ２ １３    １３ 

(5) 昇任の状況（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

区   分 

昇 任 選 考 

部長級 課長級 
課 長 

補佐級 
主査級 

市長部局等 ４ ３ １５ ９ 

消防 １ ４ １ １ 

計 ５ ７ １６ １０ 

(6) 退職の状況（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

区   分 普通退職 勧奨退職 整理退職 定年退職 転出 死亡退職 計 

行政職  ３ １ １５ １  ２０ 

 一般行政  ２ １ １０ １  １５ 

 保健師    １   １ 

 
保育士  １  ２   ３ 

消防士    ２   ２ 

技能労務職    ６   ６ 

 調理員    ５   ５ 

 用務員    １   １ 

 運転手        

医療職   ４    ４ 

 看護師   ４    ４ 

計  ３ ５ ２１ １  ３０ 
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２ 職員の給与に関する事項 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区分 

住民基本 

台帳人口 

(H23.3.31) 

歳出額 A 実質収支 人件費 B 
人件費 

比率(B/A) 

（参考） 

前年度の 

人件費比率 

２２年度 
人 千円 千円 千円 ％ ％ 

52,804 21,823,003 763,445 3,935,823 18.0 19.4 

(2) 職員給与費の状況（普通会計予算） 

区分 
職員数 

A 

給 与 費 １人あたり給与費 

（B／A） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

２３年度 
人 千円 千円 千円 千円 千円 

420 1,687,965 226,214 637,741 2,551,920 6,076 

(3) 総人件費の抑制について 

職員給与の抑制と定数職員の削減により総人件費の削減を図っています。 

① 職員給与の削減 

・ 給料の削減（平成 20 年 4 月 1 日から実施。給料総額△約５％） 

・ 管理職手当の削減（一律△10％） 

・ 特殊勤務手当の見直し（平成 21 年 4 月 1 日から保育業務手当及び給食業務手当を廃止） 

② 定数職員の削減 

・ 事務事業の見直しと廃止 

・ 民間活力の導入（民営化、指定管理者制度、更なる業務委託の推進等について検討） 

・ 組織の見直し（簡素で効率的な行政運営） 

(4) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成２３年４月１日現在） 

 ①一般行政職 

区   分 平均年齢 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 

氷見市 45.9 340,935 
379,367 

362,866 

国 42.3 327,205 397,723 

 ②技能労務職 

区   分 平均年齢 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 

氷見市 54.2 334,390 
343,052 

335,643 

 
うち清掃職員 59.5 392,823 

392,823 

 392,823 

 
うち学校給食員 54.6 335,343 

340,995 

 336,029 

 
うち用務員 52.2 317,562 

322,653 

 317,562 

 
うち自動車運転手 54.2 376,137 

412,985 

 387,737 

 
その他 56.2 340,849 

353,186 

 342,068 

国 49.5 283,862 321,662 
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民間事業者平均 51.9 - 318,494 

 ③消防職 

区   分 平均年齢 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 

氷見市 40.7 313,876 
394,484 

336,787 

（注）１ 「平均給料月額」とは、2３年４月１日現在における職種ごとの職員の給料月額の平均です。 

２ 「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合

計したものです。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものです。また、下段は国家公務員の平均給与月

額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベース

で再計算したものです。 

 

(5) 職員の初任給の状況（平成 2３年４月１日現在） 

区   分 
氷見市 国 

初 任 給 初 任 給 

一般行政職 
大学卒 170,478 172,200 

高校卒 138,699 140,100 

技能労務職 
高校卒 126,445 - 

中学卒 115,520 - 

消防職 
大学卒 185,625 - 

高校卒 156,519 - 

（注）氷見市の初任給は、平成 20 年 4 月 1 日から実施している給料カット後の額を掲載しています。 

(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 2３年４月１日現在） 

区   分 
経  験  年  数 

１０年以上 1５年未満 15 年以上 20 年未満 20 年以上 25 年未満 

一般行政職 
大学卒 262,300 302,900 346,200 

高校卒 - 284,900 309,400 

技能労務職 
高校卒 - - 267,900 

中学卒 - - - 

消防職 
大学卒 267,590 - 345,040 

高校卒 246,331 291,269 326,215 

(7) 一般行政職の級別職員数の状況（平成 2３年４月１日現在） 

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

標準的な職務 
主事 

技師 

主事 

技師 
主任 主査 

課長補佐 

総括主査 
課長 部長 

職員数（人） 12 12 56 55 54 30 9 

構成比（％） 5.3 5.3 24.6 24.1 23.7 13.1 3.9 

 （注）１ 氷見市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

    ２ 標準的な職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 



- 6 - 

(8) 職員手当の状況（平成 2３年４月１日現在） 

区分 氷 見 市 国 

期末 

手当 

 

勤勉 

手当 

１人当たり平均支給額（2２年度） 

              1,442 千円 

 

（2２年度支給割合） 

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.25 月分 0. 70 月分 

１２月期 1.35 月分 0.65 月分 

 計 2.60 月分 1.35 月分 

 (1.45 月) (0.65 月) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

 

※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

   

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.25 月分 0. 70 月分 

１２月期 1.35 月分 0.65 月分 

 計 2.60 月分 1.35 月分 

 (1.45 月) (0.65 月) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 

※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

退職 

手当 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 32.76 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 

               職務の級による加算措置 

１人当たり平均支給額（2２年度） 

定年・勧奨     ２５，５７３，７８１円 

整理         ６，７７１，９９０円 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 32.76 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 59.28 月分 

最 高 限 度 額 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 

         職務の級による加算措置 

 （注） 退職手当の１人あたりの平均支給額は、平成 2２年度に退職した職員（企業職は除く）に支給された平均額です。 

 

特殊勤務手当支給実績（2２年度実績） 3,594 千円 

支給対象職員１人あたり平均支給年額（2２年度実績） 29,947 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（2２年度） 26.2% 

手当の種類（手当数） １４ 

手当の名称 主な支給対象職

員 

主な支給対象業務 左記職員に対する

支給単価 

市税等徴収手当 税務課に勤務す

る職員 

市税その他の収入金の徴収、督促又は滞納処

分のため外勤したとき 

日額 300 円 

社会福祉業務手当 福祉課に勤務す

る職員 

生活保護法による保護の実施又児童福祉法

による措置の実施のため外勤したとき 

日額 300 円 

行旅死亡人等取扱手当 福祉課に勤務す

る職員 

(1) 行旅病人の救護業務に従事したとき 

(2) 行旅死亡人の取扱業務に従事したとき 

(1) １件当たり

1,000 円 

(2) １件当たり

2,500 円 

感染症防疫手当 健康課に勤務す

る職員 

感染症防疫作業等に従事したとき 日額 300 円 

保健指導等業務手当 健康課に勤務す 保健指導等の業務で外勤したとき 日額 300 円 
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る保健師、栄養士

又は理学療法士 

清掃業務手当 リサイクルプラ

ザに勤務する職

員 

清掃業務に従事したとき 日額 700 円 

（５時間未満のと

きは 350 円） 

危険業務手当 全職員 道路、河川、海岸、山間地等における調査、

測量その他の作業、建築物、公園、管渠その

他の工事の監督又は水質、騒音等の調査、測

定等の危険を伴う業務に従事するために外

勤したとき 

日額 200 円 

用地交渉等手当 全職員 事業に必要な土地の取得等又は事業の施行

により生ずる損失の補償について、その権利

者又は被補償者等と面接して交渉を行う業

務に従事したとき 

日額 500 円 

大型自動車等運転手当 財務課、建設課に

勤務する職員 

道路交通法第３条に規定する大型自動車又

は大型特殊自動車の運転作業に従事したと

き 

日額 300 円 

除雪作業手当 財務課、建設課に

勤務する職員 

道路において行う除雪車による除雪作業及

びこれに伴う排雪等の作業に従事したとき 

日額 300 円 

変則勤務手当 中央公民館又は

勤労青少年ホー

ムに勤務する職

員 

勤務時間の割振りが変則である勤務に従事

したとき 

日額 200 円 

消防救急業務手当 消防職員 消防救急業務のため出動したとき １回 150 円 

（救急救命士の場

合 300 円） 

消火活動業務手当 消防職員 火災の消火活動業務のため出動したとき １回 200 円 

夜間消防業務手当 消防職員 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部

が深夜において行われる消防業務に従事し

たとき 

１回 300 円 

 

時間外 

勤務手当 

平成 22 年度 
支給実績 71,391 千円 

職員１人あたり平均支給年額 244 千円 

平成 21 年度 
支給実績 63,177 千円 

職員１人あたり平均支給年額 216 千円 
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区分 内   容 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（ ２ 2 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当 

たり平均支給年額 

（２ 2 年 度決 算 ） 

扶養

手当 

(1)配偶者  13,000 円 

(2)配偶者以外 

① 月額  6,500 円 

配偶者がない場合は、そのうち 1 人につい

て月額 11,000 円 

② 満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末

までの間にある子 1 人につき、5,000 円を

加算 

同じ  千円 円 

41,697 212,738 

住居

手当 

借家等 

 ①家賃 23,000 円以下の場合 

  家賃 ― 12,000 円 

 ②家賃 23,000 円を超える場合 

  11,000 円＋（家賃―23,000 円）／２ 

  （最高限度額 27,000 円） 

同じ  6,051 168,094 

通勤

手当 

(1)交通機関利用職員 

 6 箇月定期券等の価額による一括支給 

 全額支給限度額  1 箇月あたり 55,000 円 

(2)交通用具使用職員 

 距離段階区分に応じ 2,000 円～24,200 円 

異なる ○国の制度 

 

 

 

(2) 交通用具使用職員 

 距離段階区分

に応じ 2,000 円 

～24,500 円 

22,185 58,690 

管理職

手当 

管理又は監督の地位にある職員に給料に定額支

給。従前支給額に格差がある場合は差額補償制度

あり。 

同じ  41,094 345,323 

休日

勤務

手当 

休日等において正規の勤務時間中に勤務した職員

に支給 

 １時間当たりの給与額×1.35×時間数 

異なる １時間あたりの

給与額の算定の

総時間数から休

日及び年末年始

の時間を減じて

いる。 

17,213 189,155 

夜間

勤務

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時から翌日の午前

５時までの間に勤務した職員に支給 

 １時間当たりの給与額×0.25×時間数 

3,849 96,235 

管理

職員

特別

勤務

手当 

管理職手当支給対象職員が、臨時又は緊急の必要

等により週休日等に勤務した場合に支給 

６時間未満 4,000～8,000 円 

６時間以上 6,000～12,000 円 

同じ  942 20,042 
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(9) 特別職の報酬等の状況（平成 2３年４月１日現在） 

 給料月額等 

給 料 市 長 

副市長 

８１０，０００円 

６７０，０００円 

報 酬 議 長 

副議長 

議 員 

４９５，０００円 

４４０，０００円 

４２０，０００円 

期末手当 市 長 

副市長 

議 長 

副議長 

議 員 

６月期 １．４５月分 

１２月期 １．５０月分 

計  ２．９５月分 

  ※ 加算措置有り 

退職手当  （算定式） （支給時期） 

市 長 810 千円×在職月数×500/100÷12 （任期毎） 

副市長 670 千円×在職月数×280/100÷12 （任期毎） 
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３ 公営企業の状況 

(1) 水道事業 

①  職員給与費の状況 

     ア 決算  

区分 総費用 

 

    Ａ 

純損益又は

実質収支 

職員給与費 

  

      Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

    Ｂ／Ａ 

 (参考) 

20年度の総費用に占

める職員給与費比率 

2２年度 
  千円 

1,238,911 

千円 

94,523 

千円 

61,645 

％ 

5.0 

％ 

5.4 

    イ 予算                                                         

区分 
職員数 

A 

給 与 費 １人あたり給与費 

（B／A） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

2３年度 
人 千円 千円 千円 千円 千円 

8 33,950 5,740 13,018 57,708 6,588 

      （注）１ 職員手当には退職給与金を含んでいません。 

          ２ 給与費は当初予算に計上された額です。 

ウ 総人件費の抑制について 

職員給与の抑制と定数職員の削減により総人件費の削減を図っています。 

（職員給与の削減） 

・ 給料の削減（平成 20 年 4 月 1 日から実施。給料総額△約５％） 

・ 管理職手当の削減（一律△10％） 

（定数職員の削減） 

・ 事務事業の見直し 

② 職員の基本給、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成 2３年４月 1 日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収 

氷 見 市 46.5 352,437 531,260 

 （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。 

③ 職員手当の状況（平成 2３年４月１日現在）  

  ア 期末手当・勤勉手当 

氷見市 

１人当たり平均支給額（2２年度）     

1,612 千円 

（22 年度支給割合）  

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.25 月分 0.70 月分 

１２月期 1.35 月分 0.65 月分 

 計 2.60 月分 1.35 月分 

 (1.45 月) (0.65 月) 
 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 
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イ 退職手当（平成 2３年４月１日現在） 

区分 氷 見 市 国 

退職 

手当 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 32.76 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 

               職務の級による加算措置 

 １人当たり平均支給額（2２年度） 

定年・勧奨     ２６，８６３，０３２円 

 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 32.76 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 59.28 月分 

最 高 限 度 額 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 

         職務の級による加算措置 

 

ウ 特殊勤務手当（平成 2３年４月１日現在） 

支給実績（2２年度実績） 89 千円 

支給対象職員１人あたり平均支給年額（2２年度実績） 22,350 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（2２年度） 50.0% 

手当の種類（手当数） ３ 

手当の名称 主な支給対象職

員 

主な支給対象業務 左記職員に対

する支給単価 

危険業務手当 全職員 道路、河川、海岸、山間地等における調

査、測量その他の作業、建築物、公園、

管渠その他の工事の監督又は水質、騒音

等の調査、測定等の危険を伴う業務に従

事するために外勤したとき 

日額 200 円 

用地交渉等手当 全職員 事業に必要な土地の取得等又は事業の

施行により生ずる損失の補償について、

その権利者又は被補償者等と面接して

交渉を行う業務に従事したとき 

日額 500 円 

市税等徴収手当 全職員 市税その他の収入金の徴収、督促又は滞

納処分のため外勤したとき 

日額 300 円 

   

エ 時間外勤務手当（平成 2３年 4 月 1 日現在） 

支給実績（2２年度決算） 1,135 千円 

職員１人当たり平均支給年額（2２年度決算） 284 千円 

支給実績（2１年度決算） 844 千円 

職員１人当たり平均支給年額（2１年度決算） 282 千円 

  

 

 

 

 

 



- 12 - 

オ その他手当（平成 2３年 4 月 1 日現在） 

区分 内   容 
一般行政職の 

制度との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 

（ 22 年度決算） 

支給職員１人当 

たり平均支給年額 

（ 22 年度決算） 

扶養

手当 

(1)配偶者  13,000 円 

(2)配偶者以外 

② 月額  6,500 円 

配偶者がない場合は、そのうち 1 人に

ついて月額 11,000 円 

② 満16歳の年度初めから満22歳の年度

末までの間にある子 1 人につき、

5,000 円を加算 

同じ  千円 円 

1,198 171,142 

住居

手当 

借家等 

 ①家賃 23,000 円以下の場合 

  家賃 ― 12,000 円 

 ②家賃 23,000 円を超える場合 

  11,000 円＋（家賃―23,000 円）／２ 

  （最高限度額 27,000 円） 

同じ  297 297,000 

通勤

手当 

(1)交通機関利用職員 

 6 箇月定期券等の価額による一括支給 

 全額支給限度額  1 箇月あたり 55,000 

 円 

(2)交通用具使用職員 

距離段階区分に応じ 2,000 円～24,200 

円 

同じ  439 62,742 

管理職

手当 

管理又は監督の地位にある職員に給料に定額

支給。従前支給額に格差がある場合は差額補償

制度あり。 

同じ  1,230 307,587 

休日

勤務

手当 

休日等において正規の勤務時間中に勤務した

職員に支給 

 １時間当たりの給与額×1.35×時間数 

同じ  0 0 

管理

職員

特別

勤務

手当 

管理職手当支給対象職員が、臨時又は緊急の必

要等により週休日等に勤務した場合に支給 

６時間未満 4,000～8,000 円 

６時間以上 6,000～12,000 円 

同じ  0 0 
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 (2) 病院事業 

① 職員給与費の状況 

     ア 決算  

区分 総費用 

 

    Ａ 

純損益又は実質

収支 

職員給与費 

  

      Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

    Ｂ／Ａ 

 (参考) 

21年度の総費用に占

める職員給与費比率 

２２年度 
  千円 

774,664 

千円 

69,491 

千円 

32,301 

％ 

4.17 

％ 

5.3 

     イ 予算                                                

区分 
職員数 

A 

給 与 費 １人あたり給与費 

（B／A） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

2３年度 
人 千円 千円 千円 千円 千円 

３ 13,617 2,454 5,448 21,519 7,173 

      （注）１ 職員手当には退職給与金を含んでいません。 

          ２ 給与費は当初予算に計上された額です。 

      ３ 氷見市民病院は平成 20 年 4 月 1 日から指定管理者である金沢医科大学が運営しています。 

       ４ 前年度対比にあたり総費用及び職員給与費には資本的支出で執行した職員給与費 30,676 円を含んでい

ます。 

ウ 総人件費の抑制について 

職員給与の抑制により総人件費の削減を図っています。 

（職員給与の削減） 

・ 給料の削減（平成 20 年 4 月 1 日から実施。給料総額△約５％） 

・ 管理職手当の削減（一律△10％） 

② 職員の基本給、平均月収及び平均年齢の状況（平成 2３年４月１日現在） 

区分 平均年齢 基本給（円） 平均月収（円） 

氷見市 50.9 402,719 556,529 

（注）１ 平均月収には、期末・勤勉手当等を含んでいます。 

２ 氷見市民病院は平成 20 年 4 月 1 日から指定管理者である金沢医科大学が運営しているため、病院事業会計

には医師、医療技術員、看護師等の職員は不在です。 

③ 職員手当の状況（平成 2３年４月１日現在） 

  ア 期末手当・勤勉手当 

氷見市 

１人当たり平均支給額（2２年度） 

2,089 千円 

（2２年度支給割合）  

 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.25 月分 0.70 月分 

１２月期 1.35 月分 0.65 月分 

 計 2.60 月分 1.35 月分 

 (1.45 月) (0.65 月) 
 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 
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イ 退職手当（平成 2３年４月１日現在） 

区分 氷 見 市 国 

退職 

手当 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 32.76 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 59.28 月分 

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 

               職務の級による加算措置 

 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 整理 

勤続 20 年 23.50 月分 30.55 月分 32.76 月分 

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 41.34 月分 

勤続 35 年 47.50 月分 59.28 月分 59.28 月分 

最 高 限 度 額 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 

         職務の級による加算措置 

  

ウ 特殊勤務手当（平成 2３年 4 月 1 日現在） 

支給実績（2２年度実績） 0 千円 

支給対象職員１人あたり平均支給年額（2２年度実績） 0 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（2２年度） 0% 

手当の種類（手当数） ２ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対

する支給単価 

危険業務手当 全職員 道路、河川、海岸、山間地等における調

査、測量その他の作業、建築物、公園、

管渠その他の工事の監督又は水質、騒音

等の調査、測定等の危険を伴う業務に従

事するために外勤したとき 

日額 200 円 

用地交渉等手当 全職員 事業に必要な土地の取得等又は事業の

施行により生ずる損失の補償について、

その権利者又は被補償者等と面接して

交渉を行う業務に従事したとき 

日額 500 円 

 （注） 氷見市民病院は平成 20 年 4 月 1 日から指定管理者である金沢医科大学が運営しています。そのため病院事業会

計には医師、医療技術員、看護師等の職員は不在であり、一般行政職を対象とした特殊勤務手当のみが支給されて

います。 

  

エ 時間外勤務手当 

支給実績（2２年度決算） 70 千円 

職員１人当たり平均支給年額（2２年度決算） 70 千円 

支給実績（2１年度決算） 632 千円 

職員１人当たり平均支給年額（2１年度決算） 210 千円 
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オ その他手当（平成 2３年４月１日現在） 

区分 内   容 
一般行政職の 

制度との異同 

一般行政職の

制度と異なる

内容 

支給実績 

（ 2 2 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当 

たり平均支給年額 

（ 22 年度決算） 

扶養

手当 

(1)配偶者  13,000 円 

(2)配偶者以外 

③ 月額  6,500 円 

配偶者がない場合は、そのうち 1 人に

ついて月額 11,000 円 

② 満16歳の年度初めから満22歳の年度

末までの間にある子 1 人につき、

5,000 円を加算 

同じ  千円 円 

822 274,000 

住居

手当 

借家等 

 ①家賃 23,000 円以下の場合 

  家賃 ― 12,000 円 

 ②家賃 23,000 円を超える場合 

  11,000 円＋（家賃―23,000 円）／２ 

  （最高限度額 27,000 円） 

同じ  0 0 

通勤

手当 

(1)交通機関利用職員 

 6 箇月定期券等の価額による一括支給 

 全額支給限度額  1 箇月あたり 55,000 

 円 

(2)交通用具使用職員 

距離段階区分に応じ 2,000 円～24,200 

円 

同じ  192 192,000 

管理職

手当 

管理又は監督の地位にある職員に給料に定額

支給。従前支給額に格差がある場合は差額補償

制度あり。 

同じ  1,216 607,998 

休日

勤務

手当 

休日等において正規の勤務時間中に勤務した

職員に支給 

 １時間当たりの給与額×1.35×時間数 

同じ  0 0 

管理

職員

特別

勤務

手当 

管理職手当支給対象職員が、臨時又は緊急の必

要等により週休日等に勤務した場合に支給 

６時間未満 4,000～8,000 円 

６時間以上 6,000～12,000 円 

同じ  0 0 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件 

(1) 勤務時間の状況 

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

４０時間 午前８時３０分 午後５時30分 午後零時から午後 1 時まで 

（注）公務の運営上の事情により、特別な形態によって勤務する必要がある職員（各種施設等）は、上記以外の勤務時間

の割振りによります。 

(2) 休暇休業制度の取得状況 

職員の休暇、休業制度については、氷見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、規則や育児休業等に関する条例、

規則等に基づいて定められており、主な休暇、休業制度の状況は次のとおりです。 

区 分 
休暇（休業）期間等 

（1 年あたり） 

平成 22 年の取得状況 

市長部局等 消防 

年次休暇 20 日 平均 10.0 日 平均 11.6 日 

夏季休暇 5 日以内 平均 5.0 日 平均 5.0 日 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ休暇  5 日以内 取得件数 0 件 取得件数 0 件 

子の看護休暇 5 日以内 

（２人以上の場合 10 日以内） 
8 件 0 件 

短期介護休暇 ５日以内 

（２人以上の場合 10 日以内） 
０件 ０件 

育児時間 1 日 2 回、それぞれ 30 分の期間 0 件 0 件 

病気休暇 ９０日以内 34 件 4 件 

介護休暇 6 月以内 0 件 0 件 

育児休業 子が 3 歳に達するまでの期間 9 件 0 件 

部分休業 子が 3 歳に達するまでの期間で、

始業時又は終業時、1 日を通じて

2 時間以内 

0 件 0 件 

 （注）子の看護休暇の１０日以内、短期介護休暇は、平成２２年６月３０日より施行です。 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分の状況 

区  分 降任 免職 休職 降給 計 

市長部局等   ２  ２ 

消防     ０ 

（注）１ 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、職員がその職責を十分に果たすこと

ができない場合に行われる、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分のことをいいます。 

(2) 懲戒処分の状況 

区  分 戒告 減給 停職 免職 計 

市長部局等     ０ 

消防     ０ 

（注）１ 懲戒処分とは、公務における規律と秩序を維持する目的から、職務上の義務違反など、公務員としてふさわし

くない非行がある場合に行われる処分のことをいいます。 
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６ 職員の服務の状況 

(1) 職務専念義務免除の状況  

  平成 2２年度の職務専念義務免除の状況は、次の表のとおりです。 

 市長部局等 消防 

研修を受ける場合 １ 0 

厚生に関する計画の実施に参加する場合 １ ０ 

職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員として

の職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 
0 0 

市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体

の役員、職員等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合 
５ 0 

職員が公務に支障のない範囲内において、市町村の消防団員となって

火災等の災害出動、演習 
５ 0 

職員が公務に支障のない範囲内において、国民体育大会等に選手又は

監督等として参加する場合 
0 0 

国又は地方公共団体の機関、学校その他公的団体から委嘱を受けて講

演、講義等を行う場合 
１ ０ 

職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合 ５ 0 

（注）１ 市職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間中において、職務に専念する義務があ

りますが（地方公務員法第３５条）、合理的な理由がある場合は、限定的にその免除が認められています。 

 

(2) 営利企業等従事許可の状況 

 平成 2２年度の営利企業等従事許可の状況は、次の表のとおりです。 

許可の基準 平成 2２年の許可件数 

市長部局等 消防 

次のいずれにも該当しないと認める場合 

① その職員の職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生の

おそれのある場合 

② 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

③ その他公務員として適当でないと認められる場合 

117 ０ 

（注）１ 市職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団

体の役員その他規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかな

る事業若しくは事務にも従事してはならない（地方公務員法第３８条）とされており、上の表の基準を満たして

いる場合に、例外的に許可を受けることができます。 

 

７ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(1) 職員の研修の状況  

 平成 2２年度の職員の研修の状況については、次の表のとおりです。 

①市長部局等 

区        分 
回  数 人  数 

研 修 区 分 実 施 区 分 等 

一般研修 
富山県市町村職員研修機構 32 93 

氷見市 46 876 



- 18 - 

派遣研修 自治大学校等 16 16 

自己啓発 通信教育等 18 18 

その他 富山県市町村職員共済組合 2 10 

合計 114 1,013 

 

②消防 

区        分 
回  数 人  数 

研 修 区 分 実 施 区 分 等 

専門研修 
実務研修 6 22 

救急救命士実施研修 6 31 

派遣研修 富山県消防学校 5 10 

合計 17 63 

 

(2) 勤務成績の評定の状況 

能力評価により実施しています。 

①能力評価 

 イ 被評価者 

  行政職給料表の適用を受ける主事級及び課長補佐級以上課長級までの職員に実施し、主査及び主任には参考として

評価しています。 

 ロ 評価者 

１次評価者 所属長（保育士にあっては、園長） 

２次評価者 部長（保育士にあっては、福祉課長） 

 ハ 評価項目 

  発揮能力、目標達成行動について評価しています。 

 ニ 評価期間 

  期間は１年間とし、基準日は１２月１日としています。 

 ホ 評価結果の活用 

  昇給、昇任、昇格及び研修に活用しています。また、勤務成績不良職員については、降任、降格及び勤勉手当の支

給率に活用しています。 

 

８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 厚生制度の状況  

 公務能率の向上を図るため、職員の健康管理、元気回復等の厚生事業を実施しており、その状況は次のとおりです。 

 ア 健康管理 

主な項目 対象者等 
実施状況 

市長部局等 消 防 

定期健康診断 全職員         372 44 

特別健康診断（腰痛） 調理員         6 0 

生 活

習 慣

病 

胃検診 希望職員       67 0 

便潜血検査 希望職員       78 2 

喀痰検査 希望職員       30 1 

婦人 子宮検診 希望職員       71 0 
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乳房検診 希望職員       85 0 

節目人間ドック 指定年齢の職員 83 5 

 

 

イ 福利事業  

① 市長部局等（明朗会 会員 431名） 

・平成２２年度 決算額 ２，１１３，３８５円(公費負担率０．０％ ＊) 

   ・一人当たりの公費負担額 ０円 ＊ 

・市負担金 委託料決算額 ０円 ＊ 

   ・会員掛金 ２，８７９，９１４円（給料月額×1.25/1,000、繰越金を含む。） 

 

＊ 研修助成費自主研修助成、保健体育費助成金及び事務費口座振込手数料には消防職員分が含まれています。 

 

事業名称 事業概要、対象者 内容 実績 財源 

共

済

費 

新婚祝 結婚したとき本人へ給付 50,000円 1名   50,000円 会費掛金 

新築祝 新居新築したとき本人へ給

付 

20,000円 3名   60,000円 会費掛金 

誕生祝 子女が出生したとき本人へ

給付 

20,000円 4名   80,000円 会費掛金 

銀婚祝 銀婚を迎えたとき本人へ給

付 

記念品 8名  118,780円 会費掛金 

傷病見舞 傷病のため 14 日以上療養

を要したとき本人へ給付 

10,000円 17名 170,000円 会費掛金 

弔慰 本人または家族等が死亡し

たとき本人または家族等へ

給付 

20,000～80,000円 24名 756,000円 会費掛金 

介護休暇 介護休暇で給料の全部が支

給されないとき本人へ給付 

2,500円（1日） 0名     0円 会費掛金 

退職記念品 勤続 20 年以上の退職時に

本人へ 

旅行券 30,000円分 20名 600,000円 会費掛金 

退職者記念写真 退職辞令交付式後の記念写

真代 

 4,640円 会費掛金 

災害復旧支援活

動参加激励金 

他自治体等から要請を受

け、命じられて災害復旧活

動に参加したとき本人へ給

付 

5,000～10,000円 5名    50,000円 会費掛金 

親

睦

費 

富山湾横断観光

船料金助成 

年間 1枚までの助成 1,000円（1枚） 0枚     0円 会費掛金 

（中止） 

厚

生

費 

人間ドック助成 人間ドックを受診したとき

本人へ給付 

4,000～8,000円 34名 147,000円 会費掛金 

市民プール他利 年間 1 枚までの市民プー 1,000円 2名     2,630円 会費掛金 
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用助成 ル・トレーニングセンタ

ー・ふれあいスポーツセン

ターの回数券助成 

パークゴルフ場

利用助成 

年間 1 枚までのパークゴル

フ場のシーズン券助成 

1,000円 0名     0円 会費掛金 

交

付

金 

ひみまつり参加

助成 

ひみまつり参加に対する助

成 

        72,781円 会費掛金 

事

務

費 

慶弔封筒等購入

代 

消耗品代  1,554円 会費掛金 

口座振込手数料

（雑部金）(消防

を含む。) 

共済貯金等の口座振込手数

料 

 0円 市委託 

繰

出

金 

繰出金 定期預金  0円 会員掛金 

 

②  消防（有磯消友会 会員 52名） 

   ・平成２２年度 決算額  １，７３６，０１３円(公費負担率０％) 

   ・一人当たりの公費負担額                 ０円  

・市負担金                               ０円 

   ・会員掛金       ２，０３１，０１９円（給料月額×8/1,000、繰越金を含む） 

 

事業名称 事業概要、対象者 内容 実績 財源 

共

済

費 

結婚祝 結婚したとき本人へ給付 35,000円 1名   35,000円 会費掛金 

誕生祝 子女が出生したとき本人へ

給付 

20,000円 2名   40,000円 会費掛金 

銀婚祝 銀婚を迎えたとき本人へ給

付 

35,000円 2名   70,000円 会費掛金 

30年勤続祝 勤続 30 年を迎えたとき本人

へ給付 

50,000円 0名        0円 会費掛金 

成人祝 成人を迎えたときに本人へ

給付 

10,000円 2名   20,000円 会費掛金 

傷病見舞 傷病のため 7 日以上療養を

要したとき本人へ給付 

20,000円 3名  60,000円 会費掛金 

弔慰 本人または家族等が死亡し

たとき本人または家族等へ

給付 

10,000～50,000円 5名  121,000円 会費掛金 

災害見舞 災害にあったとき本人へ給

付 

その都度協議 0名     0円 会費掛金 

介護休暇 介護休暇で給料の全部が支

給されないとき本人へ給付 

2,500円（1日） 

2週間以上3ヶ月以

0名     0円 会費掛金 
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内 

退職記念 退職時に本人へ 10,000 円～60,000

円の現金または記

念品 

2名  120,000円 会費掛金 

会議費 会議用消耗品  4,576円 会費掛金 

訓練助成費 各種訓練助成  205,000円 会費掛金 

福

利

厚

生

費 

図書購入費 雑誌  8,820円 会費掛金 

新聞購読料 新聞  70,704円 会費掛金 

通信費 ケーブルテレビ、NHK  60,900円 会費掛金 

送別会費 送別会経費  519,260円 会費掛金 

備品購入費 デジタルテレビ購入代  127,000円 会費掛金 

各種負担金 消防協会等負担金  192,800円 会費掛金 

新年写真代   46,800円 会費掛金 

積立金 定期預金  0円 会費掛金 

諸費 口座振込手数料、封筒等購入

代、電子メール代 

 4,153円 会費掛金 

予

備

費 

予備費 東日本大震災義援金  30,000円 会費掛金 

 

 

(2) 共済制度の状況 

 社会保険制度の一環として、相互救済による共済制度を実施しており、主な給付の状況は次のとおりです。なお、制度

実施のため必要な財源は、職員（組合員）の掛金と地方公共団体の負担金によってまかなわれています。 

（短期給付事業） 

給 付 区 分 
富山県市町村職員共済組合 

件数 給付額（千円） 

保

健

給

付 

療養費 41 1,513 

出産費   

配偶者出産費 4 435 

埋葬料   

家族埋葬料   

小計 45 1,948 

休

業

給

付 

傷病手当金 13 3,946 

出産手当金   

休業手当金   

育児休業手当金 57 6,865 

介護休業手当金   

小計 70 10,811 

災

害

弔慰金   

家族弔慰金   
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給

付 

災害見舞金   

小計 0 0 

附

加

給

付 

一部負担金払戻金等 108 3,521 

出産費附加金   

配偶者出産費附加金   

埋葬料附加金   

家族埋葬両附加金   

災害見舞金附加金   

小計 108 3,521 

合計 223 16,280 

 

（貸付事業） 

給 付 区 分 件  数 給付額（千円） 

普通貸付 9 11,340 

住宅貸付 1 4,000 

特別貸付   

災害貸付   

高額医療貸付   

出産貸付   

合計 10 15,340 

 

 

(3) 公務災害補償制度の状況 

区分 加入団体 災害件数 災害の概要 

市長部局等 地方公務員災害補償基金 

富山県支部 

3 右母指打撲挫創、右第２指切創、左小指挫創 

消防 1 左肩鎖関節脱臼 

 

９ 職員の競争試験及び選考の状況 

(1) 競争試験の状況 

区分 第一次試験 第二次試験 最終倍率 

A/B  申込者 受験者 A 合格者 受験者 合格者 B 

一般行政（上級） ９５ ７４ １６ １２ １０ ７.４ 

土  木（上級） １０ ７ ４ １ １ ７.０ 

保健師 １４ ９ ７ ６ ２ ４.５ 

消  防（初級） １４ １４ ２ ２ １ １４.0 

 

１０ 勤務条件に関する措置の状況 

  平成２２年度において、措置要求事案はありません。 

 

１１ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

  平成２２年度において不服申立て事案はありません。 


